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 令和７年第３回農業委員会総会議事録 

 

令和７年３月１７日（月）第３回総会を市役所南庁舎３階大会議室に招集した。 

 

農業委員１５人   

 会長 １８番 仲 田 清 志 会長職務代理者 １番 神 山 順 一 

 ２番 赤 井 勝 利 ３番 小 田 正 廣 ４番 西 村   勉 

 ５番 奥 津 賢 司 ６番 平  利 一 ７番 奥 津 忠 和 

 ８番 倉 脇 敏 弥 ９番 井 藤 孝 久 １０番 宮 本 武 博 

 １１番 藤 川  雅  １３番 山 田 條 一 

 １４番 森  立 夫  １６番 信 谷 昌 吾 

    

推進委員１０人    

 １番 谷 岡 貴 寿 ２番 兒 玉 公 治 ３番 泉       登 

 ４番 溝尾 美惠子 ５番  三 輪 金 樹 ６番 妹 尾 良 和 

 ７番 後 藤 保 夫 ８番 大 原 砂 利 ９番 逸 見 則 夫 

 １０番 妹 尾 元 弘   

欠席委員 ３人    

 １２番 小 川 広 文 １５番 安 達 利 延 １７番 藤 本    彰 

    

    

 

議事   議案第 ９号 農地法第３条の規定による許可申請について 

     議案第１０号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第１１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第１２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による許可 

            申請について 

     議案第１３号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定 

による許可申請について 

     議案第１４号 現況証明にかかる現況認定について 

      

    報告事項   完了届について 

            利用権設定中途解約について 

 

     協議事項 

そ の 他 
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     事務局職員（書記） 事務局長 滝口 良樹 

                  主査     福田 洋介 

主査     赤迫 隆 

主任     真治 将史 

（開会時刻 午前 ９ 時 ３０ 分） 

福田主査 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

福田主査 

 

会  長 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今から、新見市農業委員会第３回総会を開催いたします。本日の

出席は２５名です。欠席は、１２番小川委員、１５番安達委員、１７

番藤本委員です。それでは、最初に仲田会長がご挨拶を申し上げます。 

 

皆様、おはようございます。本日、４条墓地申請がでておりますが、

面積１９㎡となっております。２０㎡までは許可がでるのですが１９

㎡ではどのような地形なのか考えておりましたが、小数点以下がある

ようです。改めて今まで思い込みをしていたのだと感じました。皆様

もそのような思い込みはないでしょうか。それでは本日の議題は沢山

ありますので、スムーズな進行にご協力をお願い致します。 

 

それではこれからの進行は、会長よろしくお願いいたします。 

 

それでは只今から日程１「議事録署名委員の決定」に入ります。議

事録署名委員は、８番倉脇委員、９番井藤委員にお願いいたします。

続きまして日程２「議事」に入ります。議案第９号農地法第３条の規

定による許可申請について、事務局の説明をお願いします。 

  

農地法第３条について、今回の議案についてでございますが、第３

条の申請が５件ございました。現地確認を５件とも３月４日に行って

おります。 

それでは、１番でございます。場所は哲西町大野部、現況地目は田

３筆、畑１筆でございます。移動の理由は贈与による所有権移転、作

物はりんどう、作業従事者は１人でございます。次に農地法第３条第

２項各号の状況でございますが、まず、第１号でございます。譲受人

は、取得農地は全て耕作する予定で、耕作に必要な機械を所有してい

ます。また、農作業に従事する者の状況等からみて、耕作の事業に供

すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれますので該

当はございません。第２号ですが、譲受人は個人であり適用はござい

ません。第３号につきまして信託ではないので適用はございません。

第４号譲受人は農作業を行う必要がある日数につきまして農作業に

従事すると見込まれますので、該当はございません。第５号、貸借で

はありませんので該当はございません。第６号ですが、申請地は、譲

受人が借りて耕作している農地で、この度この農地を贈与により取得
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会  長 

 

奥津(賢)委員 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して耕作を行うことにしたものであり、本件の権利取得により周辺の

農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないも

のと考えられますので、該当はございません。よって農地法第３条第

２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考え

ます。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。５番奥津委員。 

 

５番奥津です。確認日は３月７日、奥津委員、妹尾推進委員、私の

３名で行いました。場所は、県道井倉哲西線を●●へ向けて進むと●

●、●●、●●へ向けての三叉路があります。そこから５００ｍ行っ

た左手にまとまって点在しております。既に譲受人が借り受けて、り

んどうを作付けし活用されているところを贈与のかたちとなりまし

た。以上です。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご

質問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第９号１番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

 （挙手多数） 

 

賛成多数と認め、申請のとおり決定いたします。続きまして、２番

について、事務局の説明をお願いします。 

 

次に、２番でございます。場所は哲西町大竹、現況地目は田７筆で

ございます。移動の理由は売買による所有権移転、作物は水稲、作業

従事者は２人でございます。次に農地法第３条第２項各号の状況でご

ざいますが、まず、第１号でございます。譲受人は、取得農地は全て

耕作する予定で、耕作に必要な機械を所有しています。また、農作業

に従事する者の状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを

効率的に利用できるものと見込まれますので該当はございません。第

２号から第５号は該当ありません。第６号ですが、譲渡人は市外に居

住しており耕作ができないため、申請地近くに居住する譲受人に売買

することになったものであり、本件の権利取得により周辺の農地の農

業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考え
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会  長 

 

奥津(賢)委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

られますので、該当はございません。よって農地法第３条第２項各号

には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。５番奥津委員。 

 

５番奥津です。確認日は３月７日、奥津委員、妹尾推進委員、私の

３名で行いました。場所は、国道１８２号線を●●方面に行くと県境

があります。そこから１キロ手前に●●●●がありその前の一帯にあ

ります。既に譲受人が耕作している農地です。以上です。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご

質問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第９号２番の議案に賛成の方

は挙手をお願いいたします。 

 

 （挙手多数） 

 

 賛成多数と認め、申請のとおり決定いたします。続きまして、３番に

ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

次に、３番でございます。場所は哲西町上神代、現況地目は田１筆で

ございます。移動の理由は売買による所有権移転、作物は水稲、作業従

事者は３人でございます。次に農地法第３条第２項各号の状況でござい

ますが、まず、第１号でございます。譲受人は、取得農地は全て耕作する

予定で、耕作に必要な機械を所有しています。また、農作業に従事する

者の状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用

できるものと見込まれますので該当はございません。第２号から第５号

は該当ありません。第６号ですが、譲渡人は一人暮らしで会社勤めのた

め農作業ができず、後継者もいないことから、申請地近くに居住する譲

受人が耕作を考えていたため売買することになったものであり、本件の

権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障は生じないものと考えられますので、該当はございません。よって

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たし

ていると考えます。以上です。 
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会  長 

 

奥津(忠)委員 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

井藤委員 

 

 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。７番奥津委員。 

 

７番奥津です。確認日は３月７日、奥津委員、妹尾推進委員、私で行い

ました。場所は、●●●●から国道を●●方面へ５００ｍ行ったところ

の●●へあがる道を進み線路の右手にありました。以上です。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第９号３番の議案に賛成の方

は挙手をお願いいたします。 

 

 （挙手多数） 

 

 賛成多数と認め、申請のとおり決定いたします。続きまして、４番に

ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

次に、４番でございます。場所は哲多町成松、現況地目は田４筆でご

ざいます。移動の理由は売買による所有権移転、作物は水稲、作業従事

者は３人でございます。次に農地法第３条第２項各号の状況でございま

すが、まず、第１号でございます。譲受人は、取得農地は全て耕作する予

定で、耕作に必要な機械を所有しています。また、農作業に従事する者

の状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用で

きるものと見込まれますので該当はございません。第２号から第５号は

該当ありません。第６号ですが、譲渡人は市外に居住しており耕作がで

きないため、申請地近くに居住する譲受人に売買することになったもの

であり、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障は生じないものと考えられますので、該当はござい

ません。よって農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。９番井藤委員。 

 

 ９番井藤です。安達委員が欠席のため私で報告させていただきます。

３月１０日、小川委員、安達委員、逸見推進委員、私の４名で現地確認し

ました。場所は、●●●●●から●●方面へ３００ｍ行った所に２筆あ

り、そこから●●方面に５０ｍ行った所に２筆ありました。譲受人の方
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真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

信谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

が現在耕作されております。問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第９号４番の議案に賛成の方

は挙手をお願いいたします。 

 

 （挙手多数） 

 

 賛成多数と認め、申請のとおり決定いたします。続きまして、５番に

ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

次に、５番でございます。場所は神郷下神代、現況地目は田２筆でご

ざいます。移動の理由は贈与による所有権移転、作物は水稲、作業従事

者は１人でございます。次に農地法第３条第２項各号の状況でございま

すが、まず、第１号でございます。譲受人は、取得農地は全て耕作する予

定で、耕作に必要な機械を所有しています。また、農作業に従事する者

の状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用で

きるものと見込まれますので該当はございません。第２号から第５号は

該当ありません。第６号ですが、本申請は、譲渡人の土地所有持分１８

分の２を、申請地を耕作している譲受人現持分１８分の１６に贈与する

ものであり、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総

合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられますので、該当はご

ざいません。よって農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可

要件の全てを満たしていると考えます。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。１６番信谷委員。 

 

 １６番信谷です。確認日３月７日、仲田会長、大原推進委員と行いま

した。場所は、●●●●●から国道１８２号を新見よりに５００ｍ進ん

だ道路側にあります。以前から耕作されており問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 
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真治主任 
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神山委員 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第９号５番の議案に賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、申請のとおり決定いたします。続きまして、議案第

１０号農地法第４条の規定による許可申請について、事務局の説明をお

願いします。 

 

次に第４条の申請につきまして、申請が１件ございました。現地確認

を３月４日に行っております。 

 それでは、１番でございます。場所は、草間、現況地目は畑２筆でござ

います。転用目的は墓地と参拝用地で、転用理由は、現在の墓地は自宅

の裏の山中にあり、不便なため、自宅から近く墓参りしやすい場所に新

設したいもの。です。工事期間は許可日から令和７年１２月３１日まで

です。この申請地は、甲種農地、第１種農地及び第３種農地のいずれの

要件にも該当しない第２種農地と考えます。農地区分と転用目的は問題

ないと考えます。また、被害防除計画も適正であり、周辺農地への影響

はないと考えられ、この転用はやむを得ないものと考えます。資金計画

ですが、土地造成費、建築費は記載のとおりで、すべて自己資金でござ

います。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。１番神山委員 

 

１番神山です。３月１５日に、藤川委員と現地確認しております。場

所は、●●●●●から西に２００ｍ先のところにあります。問題ないと

思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第１０号１番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

 （挙手多数） 
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真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

赤井委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 賛成多数と認め、本案件は許可妥当とします。続きまして、議案第１

１号農地法第５条の規定による許可申請について、事務局の説明をお願

いします。 

  

 次に第５条の申請につきまして、３件申請がございました。現地確認

を１番は３月５日に行っており、２番、３番は３月４日に行っておりま

す。 

それでは、１番でございます。場所は下熊谷、現況地目は田２筆で、転

用目的は資材置場です。転用理由ですが、工事のための資材置場として、

使用したいため。です。契約の種類は一時転用の賃借権設定です。利用

期間は許可日から令和８年３月３１日までです。この申請地は、甲種農

地、第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しない第２種農

地と考えます。農地区分と転用目的は問題ないと考えます。また、被害

防除計画等も適正であり、周辺農地への影響はないと考えられ、申請地

に代えて利用できる適当な土地はなく、この転用はやむを得ないものと

考えます。資金計画ですが、土地賃貸料・造成費は記載のとおりで、自己

資金によるものです。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。２番赤井委員。 

 

 ２番赤井です。現地確認を３月８日、平委員、谷岡推進委員、私の３名

で行いました。場所は、県道勝山線の下熊谷地内●●●●●より手前２

００ｍ道下にあります。縦貫道工事のための資材置場として使用するも

ので問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第１１号１番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、本案件は許可妥当といたします。続きまして、２番

について事務局の説明をお願いします。 

 

次に２番でございます。場所は正田、現況地目は田２筆で、転用目的
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会  長 

 

西村委員 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

神山委員 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は分譲住宅用地、公衆用道路です。転用理由ですが、申請地を造成して、

分譲住宅及び道路として利用するため。です。契約の種類は売買による

所有権移転です。工事期間は令和７年４月１日から令和７年６月３０日

までです。この申請地は、都市計画法に規定する用途地域内にある第３

種農地（準工業地域）と考えます。農地区分と転用目的は問題ないと考

えます。また、被害防除計画等も適正であり、周辺農地への影響はない

と考えられ、申請地に代えて利用できる適当な土地はなく、この転用は

やむを得ないものと考えます。なお、この転用につきまして、申請地の

隣地の農地所有者等５名中、２名から承諾を得られていない旨が申請者

からあり、代わりに経過報告書が提出されていますことを申し添えてさ

せていただきます。資金計画ですが、土地取得費、造成費は記載のとお

りで、自己資金によるものです。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。４番西村委員。 

 

 ４番西村です。確認日３月７日、森委員、三輪推進委員、私の３名で行

いました。場所は、正田区内国道１８０号線沿いに●●●●があります。

その前反対側の土地です。１月の総会時の議案３号２番に出されました

申請に続くものです。その奥側に農地があり既存の通路を拡張し分譲住

宅にする申請です。問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。１番。 

 

１番神山です。近隣で承諾していないところがあるということですが、

理由は分かりますか。 

 

経過報告書を読ませていただきます。申請人が今回申請しました新見

市正田●●●番ならびに●●●番●の土地につきまして、被害防除計画

書の同意欄に一部隣地所有者の同意が得られていない件の経緯は、以下

の通りです。譲受人と譲渡人は、昨年本件申請地を分譲住宅用地として

利用するため売買することに合意しました。昨年１２月、本件申請地の

進入路を拡張し位置指定道路を設置するために隣接地●●●番●の土地

を購入し、農地法第５条の許可を得て申請人が所有権を取得しました。

引き続きまして、今回の申請の農地を宅地及び位置指定道路として造成

するために農地法第５条を申請する運びとなりました。その上で、申請

人が隣接地●●●番●の所有者と●●●番●の所有者に、被害防除計画

書の同意欄に記載をお願いにあがりましたが、●●●番●の所有者につ

きましては息子さんの都合により、また●●●番●の所有者におかれま
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会  長 

 

神山委員 

 

 

真治主任 

 

 

しては、隣地にどのような家が建つのか分からないので印はできかねる

とのことでした。以上の経緯により、被害防除計画書の同意欄に隣接地

所有者の同意印が得られておりません。しかし●●●番●の隣接地所有

者につきましては、３月５日に息子さんが帰えられるので訪問するよう

にとの連絡をいただいており、また●●●番●の所有者におかれまして

は本件分譲地造成のために進入路用地の土地を譲渡していただいており

ますので、今後も工事等を進めるにあたって協力し進めていく予定です。

今回の申請につきましては、隣接農地の耕作の日程などもあり、工事を

遅らせると大きな迷惑をかけることになります。また工事の進捗及び分

譲地の販売につきましても十分に隣接地に配慮し、事業を進めてまいり

ますことを誓約いたしますので、何卒宜しくご配慮を頂けますようお願

い致します。と提出されております。この経過報告書に引続き、後日提

出された経過報告書を読ませていただきます。被害防除計画書の同意欄

に印鑑がいただけていない件について。３月５日申請人事務所にて隣接

地●●●番●所有者の方と面談しました。隣地所有者より、分譲地の一

部を売ってほしいとの要望がありました。申請人は、分譲地の一部の売

買は造成工事完了後であれば可能です、と回答し、その範囲金額等につ

いては、次回の会合までに大まかな案を煮詰めるということで双方合意

しました。隣接地●●●番●の所有者から購入した●●●番●につきま

しては、３月１２日より造成工事に着手しており、３月末を目途に完了

の予定です。印鑑の件につきましては、残念ながらその後の進展はあり

ません。以上の２件につきまして、隣接所有者におかれましては、申請

地の転用と造成については、反対するものではないが、積極的に賛同す

る立場にはない、という意味で被害防除計画書の同意欄に署名捺印はさ

れないと理解しております。申請人といたしましては、今後とも隣接地

所有者の皆様との協力、理解を得られるよう配慮して事業を進めたいと

考えております。申請人は、今回の分譲住宅計画もこれまでと同様、新

見の若い労働者に優良廉価な宅地を供給し、地域の人口構成の老齢化を

緩和し、正田地区の活性化に大いに貢献するものと考えております。何

卒宜しくご配慮いただけますようお願い致します。以上です。 

 

回答がありましたが、ご意見、ご質問はございませんか。 

 

農業委員会の規定としてどうなるのか。はっきりとした決まりはどの

ようになっていますか。 

 

農業委員会として、隣地承諾が必ず得られていないといけないという

ような規定はありません。以前にもこのようなことがあったかと思いま

す。その時にも、総合的に皆様で判断していただいたかたちをとってい
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会  長 

 

森委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

神山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

ただいております。譲受人から誓約書の方をいただいており、転用事業

を行うにあたり隣地及び周辺に被害を及ぼしません。万一被害が発生し

た場合は、誠意をもって対応をいたします。と、いただいております。 

 

農地法では隣地承諾は必要とされてないですが、新見市の農業委員会

としては後々問題が起こるといけないので隣地承諾書を添付していただ

いております。 

 

担当地区委員がおられるので、近隣に特に近い状況を分かっておられ

る委員さんだと思うので、一番の優先は担当地区委員さんがどのように

判断されるかを重視して判断をするのがベストだと思います。法的に決

まったことが無いのであれば、今からの総会で、今聞いた情報でそれぞ

れの委員さんが判断すれば良いのではないかと思います。 

 

他にご意見、ご質問はございませんか。１４番。 

 

 １４番森です。西村委員、三輪推進委員と現地確認に行って話をした

のですが、承諾書の印鑑をいただけないのはダメなのではないかと話し

ました。ただ担当委員の西村さんが事務局へ法的にも問題は無いのかと

確認され、申請が出されているので、後の問題について譲受人が補償さ

れるのなら何も言う立場ではないのではないですか。と、農業委員会が

許可認めなかったら、法的に力があればよいですがないのならば譲受人

から訴えられた時にどのような回答をすればよいか、どのように判断す

ればよいのかを担当委員に課せられるのは如何なものかと考えます。 

 

 責任をとるのは農業委員会で、地区担当委員さんは地区との繋がりが

あるので、例えば押印されない方がどのような感情で思われているのか

等を、担当地区委員さんの方がよく分かるのではないかと思い、担当地

区委員さんがどのように判断されるのかが重要なのではないかと思い発

言しました。担当地区委員さんが分かる範囲で情報を公開していただき、

その上で委員皆さんの賛否を得るかたちでよいのではないかという意味

で発言させていただいたもので、担当地区委員さんに全て責任を持たす

ということは、一切ありませんので、誤解させてしまい申し訳ありませ

ん。 

 

 ここで、休憩を５分間とります。 

 

～ 休憩 ～ 

 



- 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

平委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間になりましたので再開します。色々ご意見がありましたが、議案

第１１号２番の議案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（挙手多数） 

 

 賛成多数と認め、本案件は許可妥当といたします。続きまして、３番

について事務局の説明をお願いします。 

 

次に３番でございます。場所は上市、現況地目は田２筆で、転用目的

は資材置場です。転用理由ですが、木の伐採作業及び搬出に伴い、作業

道及び原木置場としたいため。です。契約の種類は一時転用の賃借権設

定です。利用期間は許可日から２年間です。この申請地は、農振農用地

ですが、この度の転用は一時転用であることから、農地区分と転用目的

は問題ないと考えます。また、被害防除計画等も適正であり、周辺農地

への影響はないと考えられ、申請地に代えて利用できる適当な土地はな

く、この転用はやむを得ないものと考えます。資金計画ですが、土地賃

貸料・造成費は記載のとおりで、自己資金によるものです。以上です。 

 

この件について、関係地区委員の説明を求めます。６番平委員。 

 

 ６番平です。確認日３月８日、赤井委員、泉推進委員の３名で行いま

した。場所は、国道１８０号を●●方面に分岐点から２００ｍ行った先

を右側へ●●部落へ入ります。●●部落へ入って市道の左側へありまし

た。問題ないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第１１号３番の議案に賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

（挙手多数） 

 

 賛成多数と認め、本案件は許可妥当といたします。なお４条５条の各

議案については面積が３０ａ未満のため、県農業会議への諮問は任意と

なりますが、諮問不要としてよろしいか。 
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「よろしい。」 

 

それでは諮問不要とし、許可を決定いたします。続きまして、議案第

１２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による許可申請の

新規について事務局の説明をお願いします。 

 

 議事について説明させてください。今回、議案第１２号につきまして

は今までどおり相対の権利設定、中間管理機構を介した始まりが４月１

日までの土地貸し借りとなっております。１２号の農業経営基盤強化促

進法第１８条第１項の規定による審議につきましては、今回の総会が最

後となります。議案第１３号につきましては、前回総会で説明させてい

ただきました制度の改正に伴い、今後農地法第３条を除いて全ての農地

の貸し借りが農地中間管理機構を経由するもとなります。本日は、契約

の始まりが５月１日以降のものが対象となっております。４月の総会か

らは、この農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定

による許可申請についてご審議をいただくものとなります。尚、今後は

制度が変わりまして再設定をしたものも全ての契約区分が新規になりま

すが、備考欄の一番下に再設定と４月の総会資料からは記載させていた

だきます。以上です。それでは今回、新規の貸付けが６１件出ています。

借受人は農業従事者、農機具などもそろっており、農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項の各要件を充たすと考えます。 

１番菅生、田５筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

２番菅生、田２筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

３番菅生、田１筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

４番上熊谷、畑３筆５年使用貸借。 

５番千屋実、田２筆１０年９か月使用貸借、農地中間管理事業。 

６番千屋実、田１筆１０年使用貸借。 

７番千屋実、田２筆１０年使用貸借。 

８番千屋実、田２筆３年使用貸借。 

９番千屋、田２筆５年使用貸借。 

１０番千屋実、田３筆３年使用貸借。 

１１番千屋、田２筆５年使用貸借。 

１２番馬塚、田３筆５年使用貸借。 

１３番馬塚、田２筆５年使用貸借。 

１４番馬塚、田１筆５年使用貸借。 

１５番豊永宇山、畑１筆２０年賃貸借、農地中間管理事業。 

１６番豊永宇山、畑２筆２０年賃貸借、農地中間管理事業。 

１７番豊永宇山、畑２筆２０年賃貸借、農地中間管理事業。 

１８番豊永佐伏、畑１筆５年賃貸借。 
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１９番足見、畑２筆２０年９か月賃貸借、農地中間管理事業。 

２０番足見、畑１筆２０年９か月賃貸借、農地中間管理事業。 

２１番足見、畑２筆２０年９か月賃貸借、農地中間管理事業。 

２２番足見、畑２筆２０年９か月賃貸借、農地中間管理事業。 

２３番足見、田１筆２０年９か月賃貸借、農地中間管理事業。 

２４番大佐小阪部、田１筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

２５番大佐小阪部、田２筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

２６番大佐小阪部、田２筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

２７番大佐小阪部、田１筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

２８番大佐小阪部、田１筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

２９番大佐小阪部、田２筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

３０番大佐小阪部、田１筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

３１番大佐小阪部、田１筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

３２番大佐小阪部、田１筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

３３番大佐小阪部、田１筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

３４番大佐小阪部、田３筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

３５番大佐小阪部、田３筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

３６番大佐小阪部、田２筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

３７番大佐小阪部、田３筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

３８番大佐小阪部、田２筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

３９番大佐小阪部、田２筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

４０番大佐小阪部、田１筆３年使用貸借、農地中間管理事業。 

４１番大佐小阪部、田１筆５年使用貸借、農地中間管理事業。 

４２番大佐小阪部、田３筆５年使用貸借、農地中間管理事業。 

４３番大佐小阪部、田４筆９年使用貸借。 

４４番大佐大井野、田７筆５年使用貸借。 

４５番大佐田治部、田１筆１年使用貸借。 

４６番神郷下神代、田５筆５年使用貸借、農地中間管理事業。 

４７番神郷高瀬、田３筆５年使用貸借、農地中間管理事業。 

４８番神郷高瀬、田２筆５年使用貸借、農地中間管理事業。 

４９番神郷釜村、田３筆５年使用貸借、農地中間管理事業。 

５０播哲多町矢戸、田２筆５年賃貸借。 

５１番哲多町成松、田５筆５年使用貸借。 

５２番哲多町田淵、田３筆６年使用貸借。 

５３番哲多町老栄、田１５筆５年使用貸借。 

５４番哲西町八鳥、田４筆５年賃貸借。 

５５番大佐田治部、田３筆３年使用貸借。 

５６番大佐田治部、田２筆３年使用貸借。 

５７番大佐田治部、田１筆３年使用貸借。 
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５８番大佐田治部、田１筆３年使用貸借。 

５９番大佐田治部、田３筆３年使用貸借。 

６０番大佐田治部、田１筆３年使用貸借。 

６１番大佐田治部、田３筆３年使用貸借。 

尚、５５番から６１番の大佐田治部地内につきましては順番が前後して

おりますが、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

新規について事務局の説明が終わりました。続いて関係地区委員の説

明を１番より順次、求めます。 

 

推進委員１番谷岡です。１番から４番までまとめて報告させていただ

きます。確認日は３月８日、赤井委員、泉推進委員と３人で行いました。

１番から３番ですが、●●●の信号を●●方面に４キロ入ったところで

県道と河川の間に１番から３番の田が隣接してありました。耕作者との

貸借期間が終了していたので新規としての申請となったと聞いておりま

す。４番ですが、上熊谷地内●●●より新見側から４００ｍのところか

ら●●方面へ入る市道を４００ｍ入ったところにありました。借受人は

ワイン用ブドウを植えると話しておりました。以上です。 

 

推進委員２番兒玉です。５番から１１番まとめて報告いたします。確

認日３月９日、小田委員、泉推進委員、私の３名で行いました。５番の場

所は、千屋地内●●●●から北へ３００ｍ先にありました。６番７番、

●●●●停留所の川向うにあります。問題ないと思います。８番、●●

●から５００ｍ行ったところにありました。９番、●●地内のスーパー

林道を●●方面に１キロ行った左手にありました。１０番、●●●●の

下にありました。１１番、千屋地内●●●から国道１８０号線を●●方

面に１００ｍ行ったところの左側にありました。問題ないと思います。 

 

推進委員３番泉です。１２番１３番１４番を説明します。確認日３月

８日、平委員と現地確認しました。１４番、国道１８０号線を進むと●

●●の乗り場がりますその先に●●●●があります。乗り場のところに

橋がありますそこを渡り２００ｍ行ったところの市道右下にあります。

１３番は、１４番から２００ｍ先の道下にあります。１２番は、１３番

から２００ｍ先の右下にありました。問題ないと思います。 

 

推進委員６番妹尾です。３月１５日に、藤川委員、神山委員と３名で

現地確認しました。場所は、●●●●から３キロ先●●地区があります。

１５番から１７番のピオーネ畑があり問題ありません。１８番は、●●

●●●●から東へ３キロ先にあります。個人への貸付で問題ありません。
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後藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

大原委員 

 

 

 

 

 

 

逸見委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妹尾(元)委員 

 

 

 

後藤委員 

 

 

 

 

会  長 

１９番から２３番、●●●●●●から２００ｍ範囲内にあります。問題

ありません。以上です。 

 

 推進委員７番後藤です。２４番から４２番、県道新見勝山線沿いに●

●●●●●があります。そこから先に●●●●があります。その間に２

４番から４２番の田があります。４３番は、県道新見勝山線から分岐し

て県道千屋大佐線を入り●●集落があります。その中にあります。４４

番は、県道新見勝山線●●●●から分岐した先に●●●●集落がありそ

の中にあります。４５番、県道新見勝山線沿い●●●●があります。そ

こから１００ｍ●●方面に行った県道沿いにあります。確認日は３月９

日です。以上です。 

 

 推進委員８番大原です。４６番から４９番まで一括で説明します。確

認日は３月７日、仲田会長、信谷委員と３名で行いました。４６播、場所

は●●●から南へ１キロ先に点在してあります。４７番、●●●●●か

ら●●方面へ２キロ行ったところにあります。４８番、４７番の近隣に

あります。４９播、●●●●●から●●方面に６００ｍ先あたりにあり

ました。以上です。 

 

 推進委員９番逸見です。現地確認を３月１０日、井藤委員、小川委員、

安達委員と私で行いました。場所は、５０播、矢戸地内●●●●があり

ます。そこから●●方面へ２キロ先に●●●●があります。そこから更

に２００ｍ行った先の道脇にあります。５１番、●●●●●●●●から

●●●●●方面へ市道を３００ｍ行った先の左側の道へ入り２００ｍ進

むとあります。５２番、●●●●●●前の県道、川を挟んだ向かい側に

あります。５３番、●●●●●●●●から●●●●●方面に向けて市道

を４キロ行った先に貸付人宅があり、その周辺にあります。いずれの農

地も問題ないと思います。以上です。 

 

 推進委員１０番妹尾です。現地確認を３月７日、両奥津委員と私の３

名で行いました。場所は、●●●●●●の手前より旧道に入り２００ｍ

先にあります。問題ないと思います。以上です。 

 

 推進委員７番後藤です。場所ですが５５番は、●●●の下にあります。 

５６番から６１番は、県道新見勝山線を進むと高速道路に入る道があり

ます。そこから更に先に進むと●●●●●があり、その反対側に●●●

●●●●●●がありその下に申請地があります。以上です。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。新規について、ご意見ご質
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滝口局長 

 

 

会  長 

 

 

地区委員 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝口局長 

 

 

 

 

 

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第１２号の新規について賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、新規は決定といたします。続きまして再設定につい

て、事務局の説明をお願いします。 

 

 再設定が５５件出ております。今まで耕作されてきたものの継続です

ので、問題はないと考えます。再設定については以上です。 

 

 再設定について事務局の説明が終わりました。関係地区委員より補足

説明がありますか。 

 

 「ありません。」 

 

 再設定について、ご意見ご質問はございませんか。 

 

 （意見、質問なし） 

 

 ご意見、ご質問ございませんので、議案第１２号再設定の議案に賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、再設定は決定といたします。続きまして、議案第１

３号農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定による

許可申請の新規について事務局の説明をお願いします。 

 

 今回、新規の貸付が３件でております。借受人は農業従事者、農機具

などもそろっており、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の

各要件を充たすと考えます。１番豊永宇山、畑１筆１０年賃貸借、農地

中間管理事業。２番神郷下神代、田３筆５年使用貸借、農地中間管理事

業。３番哲西町大野部、田１筆５年１１か月使用貸借、農地中間管理事

業、以上です。 
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会  長 

 

 

妹尾(良)委員 

 

 

 

大原委員 

 

 

 

妹尾(元)委員 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真治主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規について事務局の説明が終わりました。続いて関係地区委員の説

明を１番より順次、求めます。 

 

 推進委員６番妹尾です。３月１５日、藤川委員、神山委員と現地確認

しました。場所は、●●●●から３キロ行ったところに●●集落があり

ますが、その中にありました。問題ないと思います。 

 

推進委員８番大原です。３月７日に現地確認しました。場所は、先程

説明しました議案１２号４６播と同じ場所周辺です。問題ないと思いま

す。 

 

 推進委員１０番妹尾です。現地確認は３月７日、両奥津委員と私の３

名で行いました。場所は、●●●●●●より県道大野部東城線に入り４

００ｍ行ったところの道路沿いにありました。問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。新規について、ご意見ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第１３号の新規について賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、新規は決定といたします。続きまして議案第１４号

現況証明に係る現況認定について、事務局の説明をお願いします。 

 

 それでは、現況証明に係る現況認定につきまして、今回３件申請がご

ざいました。現地確認を３件とも３月５日に行っています。 

それでは１番でございます。場所は上熊谷、台帳地目は田１筆です。

現況地目は原野でございます。理由は、申請地は、申請人の高齢化、労働

力の不足のため、平成７年頃から耕作しておらず、現況のとおりとなっ

ている。というものでございます。 

次に２番でございます。場所は千屋実、台帳地目は田９筆、畑３筆で

す。現況地目は山林でございます。理由は、申請地は、５０年前頃に転作

の制度によって植林をしており、昭和４０年頃から現況のとおりとなっ

ている。というものでございます。 
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会  長 

 

赤井委員 

 

 

小田委員 

 

 

 

 

宮本委員 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝口局長 

 

 

 

 

会  長 

次に３番でございます。場所は大佐大井野、台帳地目は畑１筆です。

現況地目は原野でございます。理由は、申請地は、申請人の兄が耕作し

ていたが、亡くなったため、耕作する人がおらず、申請人も現在の状態

からの耕作は困難であるため申請するもので、平成１４年頃から現況の

とおりとなっている。というものでございます。以上です。 

 

 この件につきまして関係地区委員の説明を１番から順次求めます。 

 

 ２番赤井です。確認日は３月８日、場所は、●●●の裏側です。原野で

した。 

 

 ３番小田です。確認を３月９日、兒玉推進委員、泉推進委員としてお

ります。場所は、新見●●線を入り５００ｍ進むと旧道に入ります。旧

道に入り２００ｍ先です。植林されておりましたが、近いうちに全伐さ

れると思います。 

 

 １０番宮本です。３月９日に山田委員、後藤推進委員と現地確認しま

した。場所は、旧連絡道があったところで現状は原野になっております。

問題ないと思います。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。この件について、ご意見ご

質問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第１４号について認定に賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

 全員賛成と認め、認定といたします。続きまして報告事項に入ります。 

完了届について、事務局の説明をお願いします。 

 

完了届が４件でております。１番哲多町矢戸地内、農地法施行規則第

２９条農道の新設、２番大佐布瀬地内、農地法第５条貯木場、３番大佐

布瀬地内、農地法第５条貯木場、４番大佐布瀬地内、農地法第５条貯木

場です。以上です。 

 

この件について、関係地区委員より確認日と補足説明があれば１番か
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井藤委員 

 

山田委員 

 

 

会  長 

 

 

滝口局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら順次お願いします。 

 

９番井藤です。３月１０日に現地確認しました。できておりました。 

 

１３番山田です。確認日は３月９日にしました。２番３番４番ともに

元通りになっておりました。 

 

続いて利用権設定中途解約合意書について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

利用権設定中途解約合意書が１６件でております。 

１番馬塚地内、高齢により農作業に従事できないためです。 

２番豊永宇山地内、農地中間管理機構を経由した契約に変更するため

です。 

３番豊永宇山地内、農地中間管理機構を経由した契約に変更にするた

めです。 

４番豊永宇山地内、農地中間管理機構を経由した契約に変更にするた

めです。 

５番豊永宇山地内、農地中間管理機構を経由した契約に変更にするた

めです。 

６番足見地内、農地中間管理機構を経由した契約に変更にするためで

す。 

７番足見地内、農地中間管理機構を経由した契約に変更にするためで

す。 

８番足見地内、農地中間管理機構を経由した契約に変更にするためで

す。 

９番足見地内、農地中間管理機構を経由した契約に変更にするためで

す。 

１０番足見地内、農地中間管理機構を経由した契約に変更にするため

です。 

１１番大佐小阪部地内、資材及び肥料の価格が上昇し購入が困難なた

めです。 

１２番大佐小阪部地内、借受人を変更するためです。 

１３番哲多町本郷地内、自ら耕作するためです。 

１４番哲西町大竹地内、農地を売買するためです。 

１５番哲西町矢田地内、体力的に農業を行うことが困難になったため

です。 

１６番哲西町大野部地内、贈与により農地を取得するためです。以上

です。 
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会  長 

 

 

泉委員 

 

 

 

妹尾(良)委員 

 

 

 

後藤委員 

 

 

逸見委員 

 

 

妹尾(元)委員 

 

 

 

 

 

会  長 

 

真治主任 

 

会  長 

 

 

全  員 

 

会  長 

 

滝口局長 

 

 

 

 

この件について、関係地区委員より確認日と補足説明があればお願い

します。１番より順次。 

 

推進委員３番泉です。確認日は３月８日に平委員としました。先程新

規で説明した場所になります。高齢により耕作ができないために依頼主

が耕作するものです。以上です。 

 

推進委員６番妹尾です。先程の１８条第１項のところで現地確認をし

ましたが、それに関連したものです。２番から５番が豊永宇山地区です。

６番から１０番が足見地区です。以上です。 

 

推進委員７番後藤です。これも同じです。１２号の４０番と４３番に

関するものです。 

 

推進委員９番逸見です。確認は３月１０日にしました。場所は、●●

●●●の建物の裏側です。以上です。 

 

推進委員１０番妹尾です。確認日は３月７日です。場所は１４番、１

８２号線を●●方面へ進み●●と●●の境界の手前、踏切を渡り２００

ｍ行ったところです。１５番は、確認日は同じで、●●●から５００ｍ

北へ進み●●●の前です。１６番は、議案第９号の１番と同じです。以

上です。 

 

続きまして、日程３協議事項に入ります。事務局から何かありますか。 

 

令和７年度最適化活動の目標設定等について説明。 

 

事務局から説明がありました令和７年度最適化活動の目標設定等、こ

れを公表してもよろしいでしょうか。 

 

「よろしい。」 

 

それでは、その他、事務局から何かありますか。 

 

農地利用調査、利用意向調査に係る報酬についての説明。 

３月分の活動日誌についての説明。 

制度の改正についての説明。 
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福田主査 

 

 

会  長 

 

全  員 

 

会  長 

 

神山代理 

 

次回の総会ですが、４月１７日（木）午後３時３０分 から南庁舎１階

会議室１Ｃで開催します。 

 

他に皆さんからのご意見ご質問はございませんか。 

 

「ありません。」 

 

それでは、閉会を神山代理にお願いします。 

 

 本日は、お疲れ様でした。（閉会挨拶） 

 （閉会時刻 午前 １１ 時 １８ 分） 

 

 

 

 

令和７年３月３１日作成 

 

 

 

 

      署名委員 

 

 

                      議 長                    

                       

                       

                       

                      委 員                    

                       

                       

                       

                      委 員                    


